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1.　はじめに

　本論文の課題は，1980 年代の子ども研究の潮流のなかで，子どもの理解のあり方を異文化の
理解の問題として捉えた本田和子の「異文化としての子ども」（本田 1982）が日本の子ども研究
の進展に果たした貢献とそこに残された課題を今日的な関心からあらためて確認すること，そし
てその残された課題に取り組む子ども研究のあり方のひとつとして，日々の生活のなかで社会の
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【要旨】　本論文は，1980 年代の日本において活性化した「子ども論」を今日にお
ける学際的な関心に沿って再定式化することをねらいとしている。とくに，1982
年に登場した本田和子の「異文化としての子ども」が本論文の中心的議題となる。「異
文化としての子ども」は，子どもの理解の問題を異文化の理解の問題として位置づ
けることで，従来までの子ども研究とは異なったアプローチからの子ども研究の可
能性を具体的に提示することに成功した。しかしながら，「異文化としての子ども」
の採用した「差異を捉える」という「文化人類学的方法」は，今日においてさまざ
まなかたちでの議論の対象とされている。本論文は，「異文化としての子ども」の
もつ「差異の捉え方」の課題を明らかにし，その課題に取り組むひとつの子ども研
究として，ハーヴィ・サックスの子ども論を軸に，子どものエスノメソドロジーの
可能性について言及を行っている。
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成員たちによって協同的に産出されている，子どもを「子ども」として観察することを可能にす
る実践，つまり人びとの「子どもの観察可能性」の解明をひとつの主要な関心とする「子どもの
エスノメソドロジー」の意義を明らかにすることにある。
　周知のとおり，1980 年代の日本においては，「子ども観の再検討」を中心的な課題とした新し
い子ども論の活性化が巻き起こった。子どもの「発達」や子どもの「教育」ではなく，子どもの「存
在そのもの」の意味が多く議論されたのがこの時代であったといわれる（山村・北沢 1992 : 31）。
こうした子どもの議論の活性化の背景には，それまで十分に理解可能であったはずの子どもが，
凶悪事件のメディア報道のなかで，理解不可能な存在として大人たちの前に姿を現しはじめ，人
びとに大きな不安を与えた当時の社会の世相がみられる。子どもの変貌を叫ぶ声が顕著に聞かれ，
その声が次第に大きくなる時代の流れのなかで，当時の子ども研究のいくつかは，人びとのもつ

「子ども観」の捉え直しの可能性を社会に提起することで，その問題への取り組みを示したのだ
といえるだろう。
　こうした 1980 年代の日本の子ども論の活性化のなかにあって，その代表的な研究のひとつと
なったのが，本田和子の「異文化としての子ども」であった。「異文化としての子ども」は，子
どもの理解の問題を異文化の理解の問題として提起することで，「発達」という強固な枠組みの
なかにあった従来の子どもの理解のあり方を新たなかたちで捉え直す可能性を具体的に示したの
である。たしかに，「異文化としての子ども」に対しては，今日までにさまざまなかたちでの批
判が提出されている。しかしながら，子どもを異文化の理解の問題とすることの意義は，これま
で十分に検討され尽くしたとは言いがたい。とくに，文化の意味が今日的な関心において新たに
問題とされるなかで，「子どもを異文化視する」という着想それ自体は，子ども研究においてい
まなお有効な視座を含むものと考えられるのである（第 2 節）。
　しかしながら，その有効な視座を明らかにするためには，取り組むべき課題も残されている。
本論文は，「異文化としての子ども」の着想に残された今日的な課題を明らかにするにあたり，
アメリカの多文化教育の形成を推進した，マイノリティ生徒の学業達成問題の論争に注目したい。
そこでは，エスニック・マイノリティ生徒の学業成績の不振の問題が個人の能力の問題としてで
はなく文化の問題として議論された。この論争のなかには，エスニック・マイノリティの文化を
理解するための，いくつかの異なった「文化モデル」の対立をみることができる。こうした文化
モデルの対立は，子どもの問題を文化の問題とした「異文化としての子ども」の視座に含まれる
子ども理解の混乱を整序する本論文のねらいに有効な示唆を与えてくれる（第 3 節）。そして本
論文は，こうした文化モデルの対立の問題のなかに，異文化理解の推進がときに支配的文化とマ
イノリティ文化の固定化を生む「文化相対主義のジレンマ」があることを確認する。そして同じ
く，子どもの理解を文化の問題とする「異文化としての子ども」がまたそうした「文化相対主義
のジレンマ」の性質をはらんでいること，そしてそのジレンマへの取り組みが今日取り組むべき
子ども研究の課題のひとつであることを明らかにする（第 4 節）。
　「異文化としての子ども」を経由した今日の子ども研究に残された課題に取り組むひとつの方
法として，本論文はアメリカの社会学の領域に誕生したエスノメソドロジー研究のアイデアに注
目する。とくに，エスノメソドロジストのハーヴィ・サックスの子ども論をひとつの事例として，
子どもの観察可能性の解明を主要な関心とする「子どものエスノメソドロジー」の意義について
論じたい（第 5 節）。子どもの「異文化性」の議論が，子どもの観察可能性という関心から行わ
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れるとき，われわれは「子ども」についての何を知ることになるのであろうか。本論文において
は，子どもの「異文化性」の問題が，従来の「異文化としての子ども」とは違ったかたちで，新
たに議論される課題であることが示されるであろう。

2．異文化としての子ども

2.1.　子どもの自明性への問い
　本論文は，1980 年代の日本において，本田和子の「異文化としての子ども」が誕生した当時
の子ども研究の状況について概観することから議論を始めたい。そのねらいは，当時の子ども研
究の状況が子どもの「存在それ自体」を反省的な考察の対象として捉え直そうとする新たな流
れのなかにあったこと，そして「異文化としての子ども」がまたそうした時代の流れに呼応する
研究であったことを確認することにある。もっとも，本論文は 1980 年代当時の日本の子ども研
究全体の動向を網羅的に確認することをねらいとするわけではない。1980 年代に時代を区切り，
また「子ども観の再検討」というテーマに限定してみたとしても，その分野には膨大な研究蓄積
が存在し，そのすべてを紹介することは紙幅の点で，また筆者の力量という点で，困難なもので
ある。したがってここでは，子どもという存在の自明性を問う議論が，子どもの研究を専門領域
としてきた教育学や心理学などの世界を超えて，それまであまり子どもを中心的なテーマとして
こなかった他の分野においても活発に提起されてきた点に注目することで，1980 年代の日本の
子ども研究の隆盛をみることとしたい。
　まず，1980 年代に入り，日本においては子どもという存在の社会性や文化性が広く話題となっ
たことが大きな特徴としてあげられる。そのなかで議論されたのは，子どもは時代や地域の違い
によって異なった捉えられ方をされており，その時代時代の社会や文化のあり方に深く根づいた
存在であるということであった。私たちは普通，子どもという存在を時代や地域の違いにかかわ
りなく，どの時代にもまたどの世界へ行っても目にすることのできる普遍的な存在として考える。
しかしながら，こうした子どもの自明性に対して，歴史的な観点から新たな見解を提出する研究
が人びとの注目を集めることとなったのである。その立役者であるのがフランスの歴史家フィ
リップ・アリエス（Ariès 1960＝1980）であることは，今日人びとに広く知られていることであ
る。アリエスは，絵画や文学そして洋服や日記や碑文など，さまざまな歴史的資料を紐解き，中
世ヨーロッパ世界においては人びとに現代的な意味での「子ども時代」という観念はなく，子ど
もは「小さな大人」として理解されて大人と同じ社会のなかで生活を送っていたこと，またそう
した子どもが大人社会の生活から徐々に隔てられ，子どもには大人と異なる特別な処遇が必要と
理解されるようになったのが，15 世紀から 18 世紀の長い歴史の潮流を経てのことであったこと
を明らかにしたのであった 1。
　こうしたアリエスの子ども論は，その翻訳書が日本で出版され，社会に広く紹介される以前
から，教育界における多くの研究者によって注目されていた。しかしながら，アリエスの議論
をひとつの背景とした日本における子ども論の活性化が人びとによって広く注目される結果と
なったのは，それまで「子ども」というテーマを主題としてこなかった教育外の領域の識者らが，
1980 年代に入りこぞって「子ども」を主要な関心に据えて議論したことが大きかったようであ
る（本田 2000: 120-7）。たとえば，柄谷行人（1980）は，近代の日本児童文学のなかで語られる
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「子ども」が「風景」と同様に，その歴史のなかで発見され形成されたものであることを指摘し
た。柄谷が指摘するのは，文学のなかの「風景」なるものが「それが客観的に実在しそれを写す
ことがリアリズムである」とみなすようになった近代的な人びとの意識の歴史的な所産であるこ
と，そして私たちの知る「子ども」もまたそうした「風景」と同様に，「子どもは客観的に実在
しており，観察され研究されるべき存在である」という人びとの意識によって誕生した近代的な

「制度」であるということであった。また，中村雄二郎（1981）は，当時社会問題となっていた
子どもの凶悪事件（子どもから逸脱した行い

● ● ● ● ● ●

，子どもとしてあるまじき行い
● ● ● ● ● ● ●

）の社会への広がり，
そしてその問題の捉えがたさのなかにある子どもの姿を「問題群としての〈子供〉」と称して論
じた。中村は，子どもと対面したとき，かれらをつねに善良で純粋な存在として理解するように
人びとの意識を方向づける社会の〈見えない制度〉が「問題群としての〈子供〉」の生成に大き
く影響していると指摘し，そしてアリエスの「〈子供〉の誕生」を引き合いに出しつつ，「子ども」
という観念の歴史性を問題の基軸に据えて子ども問題の深層に迫ったのであった。このように，
1980 年代，教育学者らの長年の研究に加えて，日本社会の知を牽引する著名な哲学者や思想家
たちが子どもの自明性を問うことによって，子どもという存在のあり方そのものへの関心は社会
のなかで急速に高まりをみせることとなったのである。

2.2.　「異文化としての子ども」への関心
　そしてこうした関心の高まりは，子ども研究においてさらなる関心を生むことにもなった。そ
れは，それまで子どもの独自性をつねに象徴してきた「発達」という子ども理解の枠組みに代わ
る，新たな子ども理解の構築への関心である。子どもという存在それ自体の社会性や文化性を重
要な研究課題として強く認識するようになった子ども研究がその自らの議論のなかで批判の対象
としたのは，私たちの知る現代の子どもの姿，主として子どもが大人への発達過程にあることの
みに注視する「子どもの発達」を基本とした子どもの理解のあり方であった。「発達する子ども」
をつねに問題の中心に据えようとする子ども理解は，科学的な測定によって真実が探求されるこ
とに価値が置かれた近代以降の歴史の様相を体現した子ども観である。こうした関心に導かれる
ようにして，1980 年代の子ども研究の一部は，科学的発達観のなかで子どもを説明することか
らは距離を置き，そうした科学的な理解によってこれまで無視されてきた子どもの姿の発見を新
たに探索し始めたのである。
　そしてそうした探索において，具体的かつ明瞭なあり方として注目を浴び話題を呼んだ研究の
ひとつが，本田和子の「異文化としての子ども」であった。「異文化としての子ども」の着想は，
曖昧な子どもの姿を合理的な理解の枠組みに押し込める科学的な理解を批判し，かれらの非合理
的な側面に真摯な態度で向き合い，かれらを「わからない存在」として，またそうしたかれらと
の対面をいわば「異文化」との出会いとして捉えようとするものであった。子どもの理解の問題
を異文化の理解の問題として考える。これは，本田自身の「文化人類学がさまざまな文化圏の踏
査研究の結果を生かして、西欧中心の一元的文化観の相対化を試みたように、（中略）『子ども研
究』も、『成人化』『秩序適応』という一元的価値体系から脱皮して多元的な価値を模索したい」（本
田 1989: 239）ということばからもみてとることができるとおり，子ども研究における一元的な
科学的発達観からの子どもの解放を求める宣言ともいえるものだったのである。
　こうした科学的発達観への批判は，程度の差こそあれ，子ども観の捉え直しを試みる 1980 年
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代当時の多くの日本の子ども研究に共通する研究態度となるものであった。しかしながら，「異
文化としての子ども」という子ども研究が提起した可能性は，その研究対象である子どもについ
ての新しい理解のあり方だけでなく，私たちの知るそれまでの子どもと大人の関係の構図を新た
に捉え直す道を示したことにもあった。子ども研究において，科学的な発達観を前提とする子ど
もの理解が疑問視されたとき，そこで問題となったのは，大人をつねに成熟した正常な状態とみ
なし，子どもをいまだそこに至っていない未成熟な状態とする，いわば大人と子どもの関係をあ
らかじめ優劣の関係で捉えようとする理解のあり方であった。こうした理解への批判は，日常生
活を営む人びとに対する批判であると同時に，子どもをそのように理解することで自らの研究を
構築してきた従来からの子ども研究者に対しても向けられるものでもあった。そのようななかで

「異文化としての子ども」の議論は，子どもたちの「わからなさ」を「他者性」に読みかえ，か
れらを大人社会の「文化的他者」とすることにより，子どもの世界には大人の世界とは異なった
独自の意味があることを認め，それぞれの世界に特有の価値の豊かさがあることを主張すること
により，大人と子どもとの関係を優劣ではなくひとつの差異として捉え直す視点を明らかにした
のである。
　本論文は，「異文化としての子ども」の最も大きな成果のひとつが，大人と子どもの関係を優
劣ではなく，ひとつの差異として捉える視点を日本の子ども研究に導入したことにあると考える。
こうした視点の導入は，子どもをつねに不完全な存在として，すなわち大人と子どもの関係をつ
ねに「学び」や「発達」の物語としてのみ捉える子ども研究の硬直化に一石を投じる可能性を示
したのである。しかしながら現在，「異文化としての子ども」において提起されている「差異を
捉える」という関心は，それほど単純なものではなくなった。それは「異文化としての子ども」
が提出された 1980 年代当時の日本と比べて，今日においてはポストモダニズムへの関心が学術
世界の多様な分野に広く浸透したことによって表面化した問題といえる 2。本論文は，次節以降
で「異文化としての子ども」における差異の捉え方の今日的な課題を明らかにしていく。こうし
た試みは，「異文化としての子ども」という着想の利点と問題点を新たに整序することになるだ
ろう。まず次節では，差異の捉え方の今日的な課題をアメリカの多文化教育の議論における文化
モデルの対立を例に考えることから始めてみたい。

3．差異の捉え方：アメリカの「文化剥奪論」論争にみる文化モデルの対立

3.1.　多文化教育の成立における「文化剥奪論」論争
　アメリカの多文化教育は，1960 年代から 1970 年代にかけて展開した民族意識の台頭や公民権
運動を背景にして誕生した（江淵 1994: 18; 松尾 2007: 3）。多様な民族集団・文化集団によって
形成されるアメリカ社会において，社会的に不遇な立場に置かれるマイノリティ集団の処遇は長
い年月のなかで大きな問題となった。そのようなアメリカ特有の歴史のなかで，多文化教育は多
様な文化集団が公正で平等に共存する社会を実現していくための教育の可能性として重要な責を
担うようにして誕生したのである。その教育のあり方は今日まで多くの論者によって議論される
ものであるが，そうした議論の根底にある多文化教育の制度化を具体的に推進するきっかけのひ
とつとなったのが，学校におけるマイノリティ生徒の学業達成の問題であった（Banks 1994＝
1996: 17）。1950 年代の終わりから 1960 年代の初めにかけて，エスニック・マイノリティ生徒の
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学業成績の不振は大きな社会問題として議論されていた。その議論の特徴は，エスニック・マイ
ノリティ生徒の学業成績の不振の問題が，生徒個人の能力の問題である以上に，かれらの文化の
問題として説明されたことにあった。そこでは，エスニック・マイノリティ生徒の多くが，労働
市場の白人男性エリートの育成を担ってきたそれまでの学校文化とは異なった文化を身につけて
おり，そのためそうしたマイノリティの生徒が学業面で成功し，かれらが未来の有能なアメリカ
市民になることを支援するためには，その白人文化を対象とした学校教育においてマイノリティ
文化の問題を解消していく必要があると考えられたのである。アメリカの多文化教育は，こうし
た事情のなかで，さまざまなエスニック集団が共通に学ぶことのできる環境を生徒たちが獲得す
るためのカリキュラムとして，その制度化をスタートさせたのである。
　本論文は，ここでこれ以上多文化教育の成立の議論について足を踏み入れることはしない。し
かしながら，本論文が注目したいのは，多文化教育成立の議論のなかで，マイノリティ生徒の
学業達成の問題が，かれらの文化の問題として議論されたそのあり方にある。それはいわゆる，
1960 年代後半より広がりをみせた「文化剥奪論」論争である。「文化剥奪論」論争は，マイノリ
ティとよばれる人びとの集団とその文化と，メインストリームあるいは支配的文化との関係を焦
点として，問題の原因や理由と考えられるそれら文化の捉え方をめぐって展開された論争であっ
た（中村 1997: 27）。本論文は，この文化の捉え方の論争のなかに，子ども理解を文化の問題と
して捉える「異文化としての子ども」の着想を整序することに寄与する「文化モデル」の対立を
みるのである。それは，端的にいって，「文化剥奪論 cultural deprivation theory」と「文化差
異論 cultural difference theory」の対立なのである。
　まず「文化剥奪論」とは，マイノリティ生徒の学業成績の不振の問題について，かれらが欠損
した文化のなかで生活を送り続けていることに原因があるとする主張である。「文化剥奪論」の
論者は，マイノリティ生徒が生活の基盤とする家庭や地域の文化が単親家庭や貧困などの多くの
問題を抱えており，かれら自身は学校に十分に参加するための文化的な資質が剥奪された状態に
あるとの認識から，その問題の解決のためには「子どもたちに、認識上、知識上の欠陥を補うよ
うな文化的その他の経験を提供する」（Banks 1994＝1996: 93）ことが必要であるとの主張を行っ
たのである。こうした主張は，就学前の教育プログラムなどの補償教育や地域教育の拡大などの
行政措置を推進する理論的基礎づけとなり，1960 年代にはマイノリティ生徒の教育をめぐる議
論の中心となっていったのである。
　しかしながら，マイノリティ生徒の文化が欠損した状態にあるとする「文化剥奪論」の文化の
捉え方は，その後論争を呼ぶこととなった。そして，そうした論争のなかで，「文化剥奪論」の
文化の捉え方に対する根本的な問題提起となったのが「文化差異論」であった。「文化差異論」は，

「文化剥奪論」とは異なり，マイノリティの生徒が文化的な欠陥を抱えているというようには考
えなかった。代わりに，「文化差異論」が主張したのは，エスニック・マイノリティの文化が「そ
れぞれ強くて豊かな、かつ多様な文化」であるという考えであった。こうした認識のもとで「文
化差異論」の論者は，マイノリティの生徒の学業成績の不振の原因を，「彼らが文化的に剥奪さ
れているからではなく、彼らの文化が学校文化とは異なるから」（Banks 1994＝1996: 95）と説
明したのである。
　「文化差異論」は，マイノリティの生徒は学校で成功するのに必要なメインストリームの文化
を身につけていないという主張を行う「文化剥奪論」の立場を批判した。代わりに，マイノリティ
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集団にはメインストリームとは異なるマイノリティ集団なりの正当で十分な文化があり，そして
そのもとで暮らす生徒たちもまたメインストリーム文化を生きる生徒とは違ったそれぞれに正当
で十分な生活様式を身につけていることを強調するのであった。「文化差異論」は，マイノリティ
生徒の学業達成の不振の問題を，学校側がマイノリティの文化をネガティヴなものとして捉え，

「彼らの文化をしばしば無視するか、あるいは、彼らをその文化から遠ざけてしまおうとする」
（Banks 1994=1996: 95）ことによって生じる問題として考えたのである。したがって，「文化差
異論」の立場に立つ論者は，「いかに学校文化とエスニック・マイノリティ生徒の文化とが，価
値や規範、行動といった点で大きく異なっているのかを示す研究」（Banks 1994=1996: 95）を
提出し，教育に携わる者たちに対してマイノリティ生徒とそのかれらの文化についての意識を変
更するよう呼びかけたのである。

3.2　文化差異論としての「異文化としての子ども」
　ここまで，「文化差異論」が提起した「文化剥奪論」の問題点と，それに代わる「文化差異論」
の文化モデルをみてきた。ここで本論文は，「文化差異論」が「文化剥奪論」に対して行った批
判とその文化モデルの変更のあり方に，本田和子の主張した「科学的発達観」への批判と「異文
化としての子ども」という子ども理解の変更を重ねてみることができるものと考える。「異文化
としての子ども」は，大人世界をメインストリームあるいは支配的文化，そして子ども世界をマ
イノリティの文化とし，そして「科学的発達観」による子ども理解を「文化剥奪論」の立場にあ
るものとして批判していることが指摘できよう。「発達」とは，大人へ至っていない，あるいは
その過程にあり，そしていずれそこへ到達するとされる者たちを形容するために用いられること
ばである。つまり，「異文化としての子ども」にとって，「科学的発達観」は，子どもが「大人」
と呼ぶのに必要な文化を身につけていない欠損した状態にあることを強調する立場となる。「異
文化としての子ども」は，そうした「科学的発達観」を一元的な価値体系として批判し，そして
子どもが大人の文化とは異なる独自の正当で十分な文化の生活様式を身につけているとの認識か
ら，子ども文化が大人文化と価値，規範，行動等の点でどのような違いがあるのかを明らかにし
ていくことをめざしたのだといえる。本田自身が述べるように（本田 1982: 22），そうした探求
によって明らかとなる子ども世界は，大人世界の価値や規範を絶対的なものとする人びとの常識
の輪郭を逆照射し，またそれに鋭くメスを入れる力をもつものとして大人たちの前に姿を現すの
であった 3。
　このようにして「異文化としての子ども」は，子どもと大人のあいだに引かれた強固な境界線
の色を積極的に塗り替え，あるいはその位置づけを戦略的に変える可能性を提示し，日本の子ど
も研究を大きく前進させた。繰り返すとおり，本論文は，「子どもを異文化視する」という着想には，
日本の子ども研究の進展において大きな意義があったものと考える。ところが「異文化としての
子ども」は，そのようにして従来の日本の子ども研究に大きなインパクトを与えるものであった
ものの，その研究成果がその後の研究者によって直接的には受け継がれていくことはなく，また
その研究スタイルが大きく発展していくことはなかった。それどころか，日本の子ども研究の多
くは，「異文化としての子ども」が提出されたあとも，変わらず子どもの「発達」を研究するこ
とに多くの力を注いできたといえる。これは，マイノリティ生徒の学業達成の議論において，「文
化剥奪論」を批判した「文化差異論」が一時は大きく注目されたものの，その後「文化剥奪論」
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の立場からの教育議論がアメリカ全土で再び広がりをみせた（Banks 1994=1996: 18）経緯と重
なり合うものである。
　ではなぜ，「異文化としての子ども」の着想は，人びとのあいだで定着をみせることなく，子
どもの「発達」の研究のみが注目され続けてきたのであろうか。理由は，「異文化としての子ど
も」の主張は明晰なものであったが，その論旨がいまだ人びとに広くまた十分に理解されるまで
に至っていないからなのであろうか。そうであるのかもしれない。ではそれならば，「異文化と
しての子ども」の研究をさらに喧伝しさえすればよいだけで話は簡単である。しかしながら，本
論文はそうした試みは徒労に終わるばかりでなく，反対に子どもの「発達」の研究の推進をさら
に押し進める結果となるであろうことをここで主張したい。なぜなら「文化差異論」の立場にあ
る「異文化としての子ども」は，「文化剥奪論」の立場として「科学的発達観」を批判するものの，
実際にはその自らの主張のなかに「科学的発達観」を肯定する論理を含み込まなければ原理的に
存立しえない主張であると本論文は考えるからである。どういうことか。次節では，この「異文
化としての子ども」（あるいは「文化差異論」）のもつジレンマについて確認をしてみたい。

4．子どもを「異文化」としてみることの問題

4.1.　文化相対主義のジレンマ
　「異文化としての子ども」は，大人を正常で健全な状態とする「発達」という価値や見識から
子どもを捉えようとする代わりに，子どもが大人とは異なる独自の価値の豊かさをもった文化の
なかにいるという視点から子どもの理解を展開した。こうしたものの見方は，いわゆる「文化相
対主義」と呼ばれる見方である。文化相対主義とは，「人間は、それぞれが独自の価値を持った
異なる文化に所属しており、一つの文化の価値や認識の基準を別の文化に単純に当てはめて理解
することは出来ない」（浜本 1996: 71）という考え方である。文化相対主義のもとでは，自らの
文化を基準にして他の文化を否定的に判断する態度は「自文化中心主義（自民族中心主義）」の
立場として批判される。「異文化としての子ども」において，「科学的発達観」はまさに，大人を
唯一の完全な人間の姿であることを前提として，大人の文化を無批判に正常で健全な価値や見識
とする「自文化中心主義」の立場にあるものとして批判の対象となるのである 4。
　このようにみると「文化相対主義」の「異文化としての子ども」（あるいは「文化差異論」）と「自
文化中心主義」の「科学的発達観」（あるいは「文化剥奪論」）は相容れない正反対の立場のよう
に思える。しかしながら，浜本満（1996）が指摘するように，「文化相対主義」と「自文化中心主義」
は，ある種の条件のもとでは両立し得る文化理解の態度となる。自らのものの見方と基準を相手
に押しつける自文化中心主義的な理解を排する文化相対主義は，その自らのものの見方と基準を
相対化することを自身に命じている。ところが，その主張が単に文化の違いの言及に終始し，自
らと相手の違いを強調するのみのものとなるとき，「自他の区別は絶対視され、人間は解消不能
な文化の差異によって分断され」（浜本 1996: 76），結果的に，文化相対主義は自らの文化を差異
の片側へ硬く閉じ込めることとなる。そしてこうした作業は，文化の理解において，自文化中心
主義と変わらない偏狭的な態度を許すことにつながるのである。
　具体的に考えてみたい。たとえば，子どもたちの言動はときに「統一などというものと徹底し
て無関係に見え」，かれらの「非連続性、終始、首尾の一貫を欠く振る舞い方は、大人たちを呆
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れさせ、失望させ、時には怒らせること」がある。科学的発達観に立つ子ども研究は，このよう
な特徴を捉えて，子どもはいかに因果関係のもとで物事を理解することができるようになるのか
を問題とするかもしれない。しかしこのとき，「異文化としての子ども」の立場に立ち，出来事
の一貫性や因果関係の説明を常識とする大人の側の価値や見識を退けることで，子ども世界の独
自性がみえてくる。子どもたちは自身の生きる現在を，全体としての「まとまり」や「意味」，
あるいは未来に獲得される「価値」と関係づけて捉えることをせずとも，それを他者との関係に
おいて「ばらばら」のままで受け入れることをすることができるし，実際にそのようにして生活
を送る。本田和子は，このような側面を「異文化としての子ども」の姿として鮮明に描くのであっ
た（本田 1982: 45-55）。
　しかしながら，こうしたかたちで大人の側の価値に従った「子どもは因果関係を上手く把握で
きない存在」という理解に対して，子どもの側の価値に沿った「子どもは『ばらばら』を生きる
存在」という意味が与えられるとしても，それは大人の価値のなかにおいて，究極的には子ども
を「因果関係を把握できない存在」のままにとどめる結果となる。なぜなら，一見すると文化相
対主義の立場のように思われる「われわれには『因果関係のなさ』のようにみえるが，かれらは
その『ばらばら』を重視しているのだ。われわれにとっては奇妙だけれども，かれらが誤ってい
ると考えるのは止めよう」という態度は，「われわれは『因果関係のなさ』と考えるが，かれら
はそうではないようだ。しかしこれは文化の違いだから仕方がない」という具合に，異文化との
差異をそのまま歴然たる事実として容認することを可能とするからである。それどころかこうし
た態度は逆に「かれらがどのように考えようと，われわれはかれらの行いを『因果関係のなさ』
と考えているのだ」というように，自らの価値や見識を正当化する作業をもまた可能とする。こ
のとき，子どもは，大人の側の価値基準である「因果関係」の議論のなかで説明され得る対象と
してそのまま定式化され，また結果として，日常生活における大人の価値のなかにおいてはつね
に「因果関係を把握できない存在」であることが正当化される可能性を残し続けることになるの
である。
　このように，文化差異論の立場にある「異文化としての子ども」は，大人の秩序社会からみた
ときにみえてくる子どもと大人の差異を，そのまま絶対的な差異としてとどめる結果を導くこと
を可能としてしまう。そしてこれは，相手の価値や見識に目を向けようとする一方で，自らの価
値や見識をそのまま無批判に保持し続けている点においては，事実上，文化剥奪論の立場と変わ
らない現状理解のあり方となる。「異文化としての子ども」は，ある意味で文化人類学における
伝統的な立場から，子どもを「異文化」に生きる人びととみなし，その民族誌を描こうと試みて
きたのだといえる。繰り返すとおり，そうした手法により，新たな子ども理解の可能性が社会に
提示されたその功績は計り知れない。だがその一方で，そうした「異文化としての子ども」の試
みは，子どもと大人のあいだにはどれだけの差異があるのかを新たに掘り起こす作業となり，結
果，子どもの異質性を大人たちにとっての絶対的な差異として新たに規定することにもなるので
ある。このとき本論文が問題と考えるのは，子どもを理解する際の大人の側の常識の存在それ自
体は依然として分析や考察の対象となることがないままとなってしまう点にあるのである 5。

4.2.　 「異文化としての子ども」にみる子ども研究の課題
　マイノリティ文化がメインストリームあるいは支配的文化と等価であることが想定されると
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き，人はマイノリティの文化に新たな光をあてようとするだけでなく，それと等価であることを
根拠に，メインストリームの側の価値も等しく正当なものとして保持しつづけることができる。
本論文は，差異を捉えることの問題をこの点にみている。
　アメリカの教育人類学者レイ・マクダーモットたち（McDermott and Varenne 1995）もまた，
多文化教育の議論における「文化差異論」について，その問題点を同じく指摘する。「文化差異論」
は，メインストリーム文化の者たちとマイノリティ文化の者たちはそれぞれにおのおのの文化を
もっており，それゆえそうしたかれらが学校という場において出会うとき，かれらのコミュニケー
ションに問題が生じ，そのなかでマイノリティの生徒たちは学業成績の不振に陥ると論じるの
である。しかしながら，マクダーモットたちは，等価であるとされるこれら文化の差異の問題が
なぜ学校においてつねにマイノリティの側の問題とされることになるのかという課題に向き合う
視点が文化差異論においては欠如していると指摘する（McDermott and Varenne 1995: 335-6）。
文化差異論は，マイノリティの文化をかれらの価値や見識に即して理解しようと試みつつも，同
時にメインストリームの側が学校においてそれを否定的に扱う態度にあることを，つまりメイン
ストリームの側にはマイノリティの文化と異なる価値が存在することを無批判に受け入れている
のである。このとき，学校においてマイノリティの文化をネガティヴなものと判断するメインス
トリームの価値それ自体は分析の目から逃れ，そのままのかたちで保持されつづけることになる
のである。
　同じように，「異文化としての子ども」は，子どもの「異文化性」を描こうと試みつつも，同
時に大人の側の価値をそのまま保持しつづける結果となる。それは，すでにみたように，「異文
化としての子ども」が子どもを「『ばらばら』を生きる存在」と理解する一方で，日常生活にお
いて大人が子どもを「因果関係を上手く把握できない存在」とみていることそれ自体については
分析の必要のないものとして自らの研究のなかに取り入れる点に現われている。しかしながら，
子どもと大人の差異の問題はなぜ，日常の生活においては多くの場合に子どもの側の問題として
語られるようになるのか。従来の「異文化としての子ども」においては，こうした問題を問う視
点が欠如しているように思われる。人びとは日常の生活のなかで子どもの「異文化性」を何の問
題としてみているのか，またそれをどのようなときにどのような場所であるいはどのような仕方
で認識するのか，そしてそれはどのような理由のためであるのか。
　本論文は，子ども研究の可能性として，子どもに関する大人世界の文化，つまり子どもについ
ての人びとの常識のあり方，その常識のあり方にどのような特徴がみられるのかを詳しく分析し
ていくことが必要と考える。こうした問題への取り組みは，これまでみてきたとおり，「子ども
文化と大人文化は異なっているが等価である」という「異文化としての子ども」の着想を経由す
ることによってより明示的となった子ども研究の新たな課題であるといえるだろう。それでは，
本論文の提示する子どもについての人びとの常識そのものを分析する研究の具体的な姿は，はた
してどのようなものとして求められることになるであろうか。本論文は最後に，そのひとつのあ
り方として，エスノメソドロジー研究のアイデアに注目をしてみたい。

5．子どものエスノメソドロジー

　これまでみてきた「異文化としての子ども」の問題にひとつの可能性を示す研究として，本論
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文が最後に注目するのはハーヴィ・サックスの子ども論である。サックスは，エスノメソドロジ
ストの立場から，子どもの問題についてきわめて強い関心をもっていた。かれは，社会には子ど
も独自の安定した文化が確かに存在しており，それが今後の社会科学にとって重要な研究課題と
なることを指摘した 6。これは，本田和子の「異文化としての子ども」と同様，子どもたちの世
界に独自の意味体系が存在することを認識するところから子どもの議論を出発させるものであ
る。しかしながら，サックスの研究は，本田の提起した「異文化としての子ども」のあり方とは
大きく異なる道を歩むものであった。それはサックスが大人の側からみえてくる子どもとの差異
に対して無自覚なままでいるのではなく，それ自体を問いの対象とすることの重要性を理解して
いたことに起因する。この点で，サックスの実践は「異文化としての子ども」において求められ
る「常識そのものを問う研究」の可能性を大きく示すものとも考えられる。ここでは，サックス
の講義録のなかから，子どもの模倣に関する議論をもとに，子ども研究における新たな「子ども
の異文化性の問い方」を探ることにしたい。
　サックスは，自らの講義（Sacks 1992）のなかで，「子どもが大人の模倣をしている」と大人
たちが理解することの意味を問題にする。かれは，アメリカ南北戦争時代の資料のなかに，「黒
人と子どもは巧みな模倣者である」ことを記述する文章が数多くあることを指摘した。たとえば，
先の南北戦争当時においては，白人とともに育てられた黒人奴隷が器用にナイフとフォークを
使って食事をしたとしても，かれのその行為は「白人の模倣」として人びとに理解される結果と
なったのだという。サックスは，「模倣」を「誰が現実を所有するのか」（Sacks 1992: 479）に
かかわる問題として位置づけている。上記の例でいうならば，この黒人奴隷は「白人の模倣をし
ている」と認められることで，その当の行為（「ナイフとフォークで食事をすること」）を行う資
格の与えられていない人物として理解されている。すなわち，このとき現実を所有しているのは
白人の側ということになるのである。
　そしてサックスは，これと同じことが，今日の子どもと大人のあいだの関係においても認めら
れると述べる。人びとは子どものある行為を「大人の模倣」としてみることがある。それは，そ
の子どもがその行為を行う資格のない者，または能力のない者として人びとに理解されているこ
とを示すものである。子どもが「模倣をしている」と理解される活動を行った場合には，その活
動に「どこで覚えたのか」あるいは「誰に習ったのか」という説明が加えられることがあるが，
その行為を行う資格を有するとされる者が行った場合には，それがどれだけ失敗したものであっ
たとしても，こうしたことが問われることはまずないのである。サックスいわく，このとき，人
びとは子どもの行っている行為それ自体をみているのではなく，子どもが行っている「模倣」を
みていることになるのだという。子どもは「どれだけ時間をかけて真剣にその活動を行なったと
しても、どれだけ完璧にその活動を行なうことができたとしても、そのかれの行為が模倣である
ことから変わることはない。かれ自身の行為は決して自らの所有物になることはなく常に大人か
らの借り物なのである」（Sacks 1992: 481）。われわれが日常的に見聞きする「子どもが大人の
模倣をしている」という子ども理解には，現在の子どもと大人の関係があらわれている。
　ここで注意しなければならないのは，サックスが，大人は子どもの実際の姿を見誤っているだ
とか，あるいは大人は子どもをそのようなかたちで扱うべきではないだとか，そうしたたぐいの
ことを主張しているのではない，ということである。サックスは，人びとにとって疑いようのな
い子どもの特性（子どもに関する常識）を前にして，その自明性の構造を研究の対象とし，そし
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て「子どもはいかにして『子ども』として観察されうるのか」つまり「人びとは日常の場面にお
いてどのようにして『当たり前の存在』である子どもを『当たり前の存在』として理解できてい
るのか，人びとは普段の生活のなかでどのようにしてかれらとの関係を取り結んでいるのか」と
いう，子どもの理解に関する「人

エスノ
びとの方

メソッド
法」を問題としたのだといえる。このようなサックス

の視点に依拠する場合，子どもの問題は，子どもの普遍的特性の問題ではなく，あるいは子ども
と大人の文化的な差異の問題でもなく，子どもと大人の相互行為のあり方の問題として位置づけ
られるのである。大人にとって当たり前の存在である子どもを，その当たり前さを構成する実践

（たとえば子どもの行為を「大人の模倣」と理解する実践）のあり方に依拠して再検討を行うこ
うしたサックスの研究は，子どもの異質性を前にして大人の側の価値や見識の構造それ自体を問
うことを求める新たな「異文化としての子ども」研究の立場を示していると本論文は考えるので
ある。

6．おわりに

　「異文化としての子ども」は，子どもと大人の関係を「学び」や「発達」などの大人の側の手
垢にまみれた物語に回収せず，子ども文化の独自性への関心からあらためて見つめ直そうとする
試みであった。この試みは，子どもと大人の関係を優劣ではなくひとつの（文化的な）差異とし
て捉える新たな子ども理解の視点を提供することで，「発達」という一元的な価値体系のなかに
ある現実世界の子どもと大人の関係の改善をめざすものとなったのである。本論文は，こうした

「異文化としての子ども」の視点にまずは依拠し，そのうえで「子ども文化と大人文化は異なっ
ているが等価である」という理解のあり方を検討した。結果，「子ども文化と大人文化は異なっ
ているが等価である」という理解は，子ども独自の文化の特徴を描写することに力を注ぐ視点を
われわれに提供してくれる一方で，そうした子ども文化が存在することを根拠に，現実世界で大
人の側の支配的な文化がそこに立ち現れることを自明の事実として位置づけ，子どもが人びとに

「子ども」として扱われる事実それ自体を分析する重要性をみえづらいものにしていることに本
論文は注目した。一方，サックスの子ども論は，子ども文化の独自性を認識すると同時に，そう
した子どもが日常生活のなかで自明な存在として理解される際のその人びとの常識の特徴を記述
することに関心を向けるのであった。本論文は，こうしたサックスの子どもへの関心，すなわち
具体的な生活場面で子どもを「子ども」として観察する「人びとの方法」を詳細に記述する研究
に「異文化としての子ども」をつぎの段階に展開する子ども研究の可能性をみるのである。
　本論文では，子どものエスノメソドロジーについては，サックスのひとつの考察にふれるのみ
で，その特徴と可能性については十分に述べることができなかった。子どものエスノメソドロジー
は，本論文で取りあげた考察以上に，より多くの可能性をもつ研究であることが，その研究蓄積
の豊富さから知りうる。本論文においては，子どものエスノメソドロジーのより具体的な研究概
要を示すことが，今後の課題として残されているのである。



147子どもを「異文化」として問う視点

註
1 一方で，アリエスの主張については，今日，さまざまな批判や反論が提出されている。たとえば，ア

リエスに勝るとも劣らない数の歴史的な証拠資料を提示して，「子どもの病気と死に直面した際の親
の反応を世紀別に検討した結果、（中略）各世紀の親に示された悲しみの深さには変わりがないと考え
られ、十八世紀以前の親が幼い子どもの死には無関心であったのに対してその後の親は深く悲しんだ
という学説を支持する証拠事例はまったく見当たらなかった」（Pollock, 1983=1988: 188-9）と主張し
たリンダ・ポロックの『忘れられた子どもたち』があげられる。なお，アリエスのテーゼを中心とす
る欧米での近年までの子どもの社会史研究の展開については，北本（2009）に詳しい。

2 たとえば，坂本佳鶴惠は，ポストモダニズムの影響を受けるフェミニズムの理論は，差異を捉えるこ
とを問題化し，そしてそれにかかわるカテゴリーの使用の仕方を検討することを重視する立場にある
ことをひとつの特徴としていると指摘する（坂本 2005: 198-200）。

3 「異文化としての子ども」に対するよくある批判は，「異文化としての子ども」の子ども理解のあり方
は結局「子ども世界への讃美」というかたちで終わるという指摘である。しかしながら，「異文化とし
ての子ども」は，子どもを異文化視する際に，大人世界の価値や規範を排斥し，子ども世界の豊かさ
のみを描こうともくろむ試みでないことは，こうした本田の指摘から十分に理解できるはずである。

4 本田は次のように言う。「いうまでもなく、『保護』といい、『教育』というのも、いずれもそれらは
大人世界に身を置いて子どもを見る視点であり、大人の側からの働きかけである。そもそも、彼ら
を『非一人前』とみなすことが、大人を『一人前』とする、大人中心主義の現われに他ならない」（本
田 1989: 238-9）。

5 「文化差異論」への批判的検討は，このほかにも「二重文化内化論 biculturation theory」からの検討が
ある。「二重文化内化論」は，マイノリティ生徒は「幼少の頃からメインストリームの支配的文化とコ
ミュニティの文化の両方を内化して育つ」（中村 1997: 28）という視点を，マイノリティ生徒の文化
の議論に取り入れる。これは小浜逸郎が「異文化としての子ども」に対して行った批判，すなわち「私
たちの子どもは、もともと生まれ落ちたときから文明社会のただ中におかれ」ているのであり，「かれ
らは、かれら独自の文法なるものを自己完結的に作り上げているわけではない」（小浜 1987: 68）と
いう主張にも一部共通する関心といえる。ところが，小浜はこうした自らの関心を根拠にして，「子
ども」と「未開人」は同じではなく，したがって「子どもを異文化視する」という「異文化としての子
ども」の「文化人類学的方法」は不適切なものと主張するのである。しかしこのとき，「子ども」と「未
開人」は同じではないとする小浜は，文化の問題を「西欧社会」と「未開社会」の問題というかたちで
かなり限定的に捉えている。「異文化としての子ども」は，本論文を通じてみてきたように，より広範
な意味での「文化」の問題を対象としているのであり，小浜の批判は不十分な指摘である。なお，紙
幅の都合，「二重文化内化論」については今回十分に論評できないが，一点だけ簡潔に述べるとする
と，この理論は支配的文化とマイノリティ文化の二つの文化の存在を所与の現象として前提とする点
で，本論文の関心，すなわち支配的文化を構成する人びとの常識それ自体を分析するという立場とは
相容れないものとなる。この問題については稿を改め十分な検討を行いたい。

6 サックスはつぎのように言う。「大人たちが子どもたちのことで折り合いをつけ解決しなければなら
ない真の問題がある。それらの問題の大部分はまったくもって知られていない。（中略）そのひとつは、
たとえば、子ども文化の存在である。（中略）それは信じがたいほど安定した文化である」（Sacks 1992: 

398）。
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